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予算・決算特別委員会

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
査
会
の
内
容
は　
　

（
瀧　
す
み
江
議
員
）

行
政
機
能
の
配
置
の
最
適

化
と
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
と
の
関
連
性
は

（
辰
己　
保
議
員
）

滞
納
者
に
係
る
預
貯
金
調

査
な
ど
の
内
容
は

（
瀧　
す
み
江
議
員
）

愛
の
り
タ
ク
シ
ー
の
状
況

は　
（
瀧　
す
み
江
議
員
）

消
防
自
動
車
損
害
保
険
料

の
内
容
は

（
上
田　
太
治
議
員
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
推

進
事
業
補
助
金
の
内
容
は

（
瀧　
す
み
江
議
員
）

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交

付
金
の
内
容
は

（
久
保
田　
正
利
議
員
）

（
瀧　
す
み
江
議
員
）　

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

（
久
保
田　
正
利
議
員
）

（
辰
己　
保
議
員
）　　

町
情
報
公
開
条
例
お
よ
び

町
個
人
情
報
保
護
条
例
に
か
か
る

様
々
な
審
査
を
行
う
。
具
体
的
に

は
、
外
部
へ
の
個
人
情
報
の
提
供

に
つ
い
て
の
適
法
性
に
つ
い
て
意

見
聴
取
す
る
こ
と
や
、
公
開
請
求

に
お
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
の
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
う
際

に
、
審
査
会
に
諮
問
し
答
申
を
得

る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
令
和
３
年

度
実
績
と
し
て
は
、
審
査
請
求
に

係
る
審
査
会
を
１
回
開
催
し
た
。

税
法
上
、
本
人
同
意
な
し
で

実
施
し
て
い
る
。
銀
行
へ
直
接
財

産
の
照
会
を
行
い
、
差
し
押
さ
え

を
行
う
。
財
産
等
差
し
押
さ
え
で

き
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
給
与
支

払
報
告
書
等
に
よ
り
確
認
し
、
給

与
支
払
者
に
対
し
、
照
会
を
行
っ

て
い
る
。

　

差
し
押
さ
え
は
、
無
理
に
行
う

の
で
は
な
く
、
督
促
状
や
差
押
調

書
、
催
告
な
ど
を
本
人
に
通
知
し
、

返
事
の
な
い
者
に
対
し
行
っ
て
い

る
。
支
払
い
で
き
な
い
方
へ
の
対

応
は
、
相
談
が
あ
っ
た
場
合
、
延

納
や
分
納
等
の
手
続
き
を
行
っ
て

い
る
。

消
防
自
動
車
４
台
分
の
自
賠

責
保
険
代
で
あ
る
。

環
境
省
の
交
付
金
対
象
事
業

の
「
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
」
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
交
付
金

対
象
は
、
下
水
道
認
可
区
域
外
の

浄
化
槽
設
置
事
業
者
に
対
し
交
付

さ
れ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
令
和
３

年
度
は
山
川
原
の
み
実
施
し
、
長

塚
と
川
久
保
は
実
施
で
き
な
か
っ

た
。
山
川
原
は
世
代
間
交
流
と
し

て
、
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
の
清
掃
作

業
と
、
も
ち
つ
き
大
会
を
行
な
っ

た
。
部
落
解
放
の
実
現
、
自
主
自

立
を
目
指
し
た
事
業
の
補
助
金
と

な
っ
て
お
り
、
引
き
続
き
支
援
を

行
う
。

庁
舎
等
の
集
約
整
備
に
つ
い

て
は
、
予
算
措
置
を
見
送
っ
た
た

め
、
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。

　

立
地
適
正
化
計
画
や
都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、
各
計
画
の

目
的
を
持
っ
て
進
め
て
い
っ
て
お

り
、
関
連
す
る
部
分
に
つ
い
て
は

連
携
し
進
め
て
い
っ
た
。

停
留
所
か
ら
停
留
所
ま
で
の

間
隔
は
３
０
０
ｍ
必
要
で
あ
り
、

利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
通
常
１
時

間
前
ま
で
に
予
約
が
必
要
で
あ

る
。
病
院
へ
の
予
約
を
受
け
付
け

る
際
は
、
帰
り
の
予
約
も
確
認
を

行
っ
て
い
る
。

　

停
留
所
に
関
す
る
要
望
は
、
毎

年
度
区
長
へ
照
会
を
行
い
、
令
和

３
年
度
は
、
蚊
野
、
長
野
西
で
新

設
、松
尾
寺
北
で
移
設
を
行
っ
た
。

利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
湖

東
圏
域
の
協
議
会
で
協
議
を
し
て

い
る
。

縁
石
と
防
護
柵
の
組
み
合
わ

せ
の
設
置
は
、
公
安
委
員
会
と
協

議
し
て
い
る
。防
護
柵
の
設
置
は
、

歩
道
内
に
設
置
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
歩
道
が
狭
く
な
る
。今
後
は
、

現
地
確
認
等
を
し
な
が
ら
検
討
す

る
。

町
道
愛
知
川
栗
田
線
の
用
地

買
収
を
進
め
て
い
る
状
況
で
、
次

年
度
以
降
に
実
施
す
る
予
定
の
道

路
改
良
工
事
に
合
わ
せ
て
整
備
す

る
予
定
で
あ
る
。
現
在
、
砕
石
の

状
態
で
あ
る
が
、
た
ま
り
場
を
確

保
し
て
い
る
。

経
営
体
の
ス
マ
ー
ト
農
業
に

資
す
る
も
の
で
あ
る
。
集
落
の
農

地
集
積
が
あ
り
、
優
先
的
な
取
り

組
み
と
し
て
採
択
さ
れ
た
事
業
に

な
る
。農

林
振
興
課
の
主
要
な
事
業

で
あ
り
、
集
落
営
農
に
つ
い
て
も

機
械
・
施
設
の
補
助
を
実
施
し
て

い
る
。
ハ
ー
ド
整
備
が
目
立
っ
て

い
る
が
、
他
に
も
新
規
就
農
者
に

補
助
等
を
行
う
事
業
も
展
開
し
て

い
る
。
担
い
手
の
後
継
者
も
事
業

に
含
め
、
新
た
な
支
援
に
つ
い
て

今
後
考
え
て
い
き
た
い
。

解
体
の
意
向
を
聞
い
て
い
る

空
家
対
策
協
議
会
は
委
員
12

名
で
構
成
さ
れ
、
２
回
開
催
し
た
。

　

補
助
金
対
象
等
に
つ
い
て
は
、

空
家
情
報
登
録
実
施
要
項
に
基
づ

き
登
録
さ
れ
た
建
物
と
し
て
い
る
。

　

所
有
者
と
利
用
者
が
登
録
を
行

い
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

後
マ
ッ
チ
ン
グ
へ
と
進
む
。
補
助

金
の
利
用
に
は
、
空
家
バ
ン
ク
に

登
録
し
た
人
、
建
物
が
対
象
で
あ

る
。

　

補
助
金
を
利
用
す
る
事
例
と
し

て
、
売
買
、
賃
貸
、
所
有
者
が
改

修
す
る
場
合
と
、
利
用
者
が
購
入

総
務
部
門

産
業
建
設
部
門

問問

問

問

問

問 問

問

答

答

答答答

答

答

答

答

答答

答

答

横断歩道付近のたまり場

歩
道
へ
の
防
護
柵
の
設
置

に
つ
い
て

（
瀧　
す
み
江
議
員
）

担
い
手
確
保
経
営
強
化
支

援
事
業
の
内
容
は

（
小
菅　
久
宣
議
員
）

農
業
振
興
対
策
事
業
に
つ

い
て（

小
菅　
久
宣
議
員
）

危
険
な
空
き
家
の
解
体
状

況
は（

瀧　
す
み
江
議
員
）

町
道
愛
知
川
栗
田
線
と
国

道
８
号
交
差
点
の
横
断
歩

道
た
ま
り
場
に
つ
い
て

（
瀧　
す
み
江
議
員
）

農
業
者
へ
の
災
害
対
策

保
険
加
入
の
指
導
に
つ

い
て　
　
　
（
河
村　
善
一
議
員
）

雪
害
に
よ
る
ハ
ウ
ス
被
害
が

増
え
て
い
る
が
、
補
助
対
象
に
な

ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
県
が
示
す

雪
・
風
水
害
の
指
針
に
基
づ
き
Ｊ

Ａ
指
導
員
ら
と
対
策
指
導
を
続
け

て
い
く
。

問

問問

問

問

問

答

＊抜粋・要約

　令和３年度一般会計決算は、９月７日に上程され予算・決算特別委員会に付託された。それぞれ、総務・
産業建設・民生・教育の分野ごとの小委員会により詳細な説明を受け、２０日に予算・決算特別委員会を
開催し全体の質疑を行った。また、２７日の本会議で委員会の審査結果報告を受け採決を行った。
　予算・決算特別委員会（委員長　村西副議長）における主な質疑は次のとおり。

令和３年度一般会計決算令和３年度一般会計決算
とことんチェック！とことんチェック！

令和３年度一般会計決算
とことんチェック！

　

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
の
根
本

は
総
合
計
画
に
あ
り
、
そ
の
な
か

で
様
々
な
要
因
に
よ
り
個
別
の
計

画
を
同
時
に
進
め
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
に
は
目

的
が
あ
る
が
、
目
的
は
バ
ラ
バ
ラ

で
は
な
い
。
す
べ
て
の
計
画
の
根

底
に
あ
る
も
の
は
一
貫
し
て
い
る
。

ま
た
は
借
り
て
改
修
す
る
場
合
も

あ
る
。
た
だ
し
、
空
き
家
の
所
有

者
自
ら
居
住
し
た
時
や
、
バ
ン
ク

を
通
じ
ず
に
売
買
、
賃
貸
す
る
な

ど
一
定
制
限
の
中
で
取
引
さ
れ
な

い
場
合
に
は
取
り
消
し
と
な
る
。

　

家
財
処
分
に
つ
い
て
は
、
別
に

家
財
道
具
等
処
分
補
助
金
交
付
要

綱
を
定
め
て
お
り
、
空
家
の
家
財

等
を
処
分
す
る
時
の
費
用
と
し
て

利
用
で
き
る
が
、
対
象
者
は
、
物

件
登
録
者
（
所
有
者
）
が
対
象
に

な
る
。

案
件
は
あ
る
。
令
和
４
年
１
月
１

日
の
条
例
施
行
後
は
個
々
に
対
応

を
し
て
お
り
、
解
体
や
修
繕
に
つ

い
て
の
意
向
を
聞
い
て
い
る
の
で
、

そ
の
方
に
寄
り
添
っ
た
対
応
を
す

る
。


